
＜災害廃棄物の処理の推進＞

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の
一部を改正する法律案の概要

措置事項現状・課題

（廃棄物処理法等※の改正）
• 再生又は保管を行う事業に関し、
許可制を導入。

• 対象物品に応じた再生、保管の方
法の基準を設ける。
基準違反には、改善命令、措置命
令、罰則を適用。

• 環境汚染のおそれのある物品の輸
出の際の環境大臣の確認の仕組み
の創設。

• 金属、プラスチック等の再生
又は保管を行うスクラップ
ヤードの一部において騒音、
悪臭、水質・土壌汚染、火災
等が問題。

• 不適正なスクラップヤードを
経由した金属資源等の海外流
出も指摘されている。

• 令和６年能登半島地震等の災害の
教訓を踏まえ、災害廃棄物の処理
を推進する措置が必要。

仮置場候補地、災害廃棄物推計
量等の事前計画の不足
民間の廃棄物処理場の活用の
停滞
被災自治体の人員・専門的知見
の不足

＜スクラップヤードへの規制強化＞

自治体へのアンケートにより全国で4000件超の事業場
を確認。写真は不適正なスクラップヤードの例。

＞

（廃棄物処理法の改正）
• 市町村に、災害廃棄物処理に係る
計画策定を義務付け、自治体と民
間事業者等との間の災害支援協定
の締結の推進。

• 災害廃棄物を受け入れる民間の最
終処分場に対する都道府県知事の
指定制度を創設。

• 国は、災害廃棄物処理に係る調査
研究、技術開発等を推進。

（JESCO法※の改正）
• 自治体への専門支援機能を担える
よう、災害廃棄物に関する事業を
追加。

※ 各種リサイクル法等上の認定事業者を許可み
なしとするためのこれらの法の改正を行う

※ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法

＜施行期日＞
公布の日から２年６か月を超えない範囲内において政令で定める日

＜施行期日＞
公布の日から３か月を超えない範囲内において政令で
定める日等
※このほか、平成26年改正において手当てする必要があった廃棄物処理法第６条の２について、規定の修正を行う。
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